
要配慮者利用施設の避難確保計画作成講習会の概要

■ 避難確保計画作成講習会とは

• 水防法第１５条の３に基づき洪水時等の避難確保計画の作成が義務づけられている施設の管理者等に、
避難確保計画の作成方法等を身につけていただくための講習会です。

• 講習会は地方公共団体が開催することを想定しています。

開催方式の概要 実施状況

①
基
本
方
式

【概要】「前期：座学講習会」と「後期：ワールドカフェ方式のワークショップ」
を組み合わせて開催することにより、参加者の理解の深化を図り、計画
の作成や充実を促進する方式です。
【前期】座学講習会の概要

・地域の水害リスクに関する情報や防災情報等、避難確保計画作成に
関わる基本的な知識等に関する講義と計画の検討の進め方や作成
方法について解説します。

【後期】ワールドカフェ方式のワークショップの概要

・前期講習会での知見を踏まえて避難確保計画の検討を行った施設が、
経験や知見、課題等に関する意見交換を行い、避難確保計画作成に
関する様々な気づきや工夫等を共有します。これにより、避難確保計
画の完成促進や充実等を図ります。

②
実
践
方
式

【概要】避難確保計画の各種様式のうち、重点ポイントとする様式につい
て詳細に解説し、講習会当日の会場内で、一部様式の検討や作成を行
う方式です。

・参加者は、講習会当日に重点ポイントについて、説明者の解説を聞き
ながら実際に計画を検討します。

・重点ポイント以外については、概要説明を行い、各施設に持ち帰って
検討していただきます。

③
簡
易
方
式

【概要】座学のみの講習会とし、避難確保計画作成に係る防災情報等の
全体的な知識に関する講義と避難確保計画の「様式の作成方法」の解
説に重点を置く方式です。

・参加者は、講習会での知見を踏まえ、各施設に持ち帰って避難確保
計画の作成を進めます。

・資料準備や講習会当日の運営等において、開催主体となる自治体の
負担が最も少ない方式です。

←前期：座学による
様式の説明

後期：参加者による
意見交換→
（ワールドカフェ）

＜避難経路図の作成支援＞

＜座学による様式説明＞

• 国土交通省では、平成３０年３月に「講習会の企画調整及び運営マニュアル」を作成しました。これを踏まえ
て平成３０年度には、全国１２市町で先行的に講習会が開催されました。

• 令和元年５月には、先行的に開催した１２市町の講習会で得られた知見を改めてとりまとめ、「要配慮者利
用施設の避難確保計画作成に向けた開催マニュアル」として、マニュアルを改訂しました。

• 新しいマニュアルは、講習会で活用できる資料のフォーマット等を「活用ツール」としてまとめて拡充したほ
か、講習会を開催する地方公共団体のニーズに合わせて、「基本方式」、「実践方式」、「簡易方式」の３つ
の方式から講習会の開催方式を選択できるようになっています。

■ 講習会開催マニュアルの改訂

■ 講習会の効果

平成29年度 三重県津市で試行的に実施

合計９０施設の管理者等が講習会に参加し、
全ての施設から計画が提出された。

平成２９年度 三重県津市での講習会の参加者

平成30年度 全国12市町で実施
講習会に参加した施設の６割～９割の施設から、
講習会後３ヶ月以内に計画が提出された（※）。
（※）平成３０年１２月までに講習会を実施した市町について集計



講習会開催に向けた対応スケジュール
◇講習会開催までの基本的な準備期間は1～2ヶ月程度が目安です。
◇基本的な対応項目は以下のとおりとなります。

講習会方式及び講演者の決定 【開催方式（基本方式/実践方式/簡易方式）や有識者等の決定】
対象施設の整理 【地域防災計画に位置付けのある施設リストの更新】

講習会の開催日時の確定と会場の確保 【参加施設数に応じて判断】

開催通知案内の送付 【作成済みフォーマットに日時や会場情報を反映】

参加申し込みの対応 【リスト整理とリマインド】

事前配付資料の送付 【講習会の参考資料等を必要に応じて事前送付】

事前準備（備品等の準備） 【講習会に必要な備品の準備】
講習会資料の作成 【作成済みフォーマットに市町村固有の防災情報等を反映】

講習会当日の対応 【会場設営や資料説明】

講習会後の対応 【計画の受領・確認・リマインド、不参加施設対応等】


